
 

大館市介護予防・日常生活支援総合事業実施要綱 
 
（趣旨） 
第１条 この要綱は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下「法」という。）第１１５条
の４５第１項に規定する介護予防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）の
実施に関し、法及び介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。以下「省令」とい
う。）に定めるもののほか、必要な事項を介護予防・日常生活支援総合事業の適切かつ有効
な実施を図るための指針（平成２７年厚生労働省告示第１９６号。以下「指針」という。）
に沿って定めるものとする。 
 
（総合事業の目的） 
第２条 総合事業は、市が中心となって、地域の実情に応じて、住民等の多様な主体が参画し、
多様なサービスを充実することにより、地域において支え合いの体制づくりを推進し、法第
１１５条の４５第１項に規定する被保険者に対する効果的かつ効率的な支援等を可能とす
ることを目的とする。 

 
（総合事業の内容） 
第３条 市長は、総合事業のうち、次に掲げる事業を行うものとする。 
一 法第１１５条の４５第１項第１号に規定する事業（以下「第１号事業」という。）のうち
次に掲げる事業 
ア 法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業（第１号訪問事業（以
下「第１号訪問事業」という。）として次に掲げる事業 
・ 訪問介護相当サービス 

イ 法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業（第１号通所事業（以
下「第１号通所事業」という。）として次に掲げる事業 
  ・ 通所介護相当サービス 
ウ 法第１１５条の４５第１項第１号二に規定する第１号介護予防支援事業(以下「第１号
介護予防支援事業」)という。） 

二 法第１１５条の４５第１項第２号に規定する事業（以下「一般介護予防事業」という。）
のうち次に掲げる事業。 
 ア 指針第３第２項に規定する介護予防普及啓発事業として次に掲げる事業 
  (1) 健康相談事業 
  (2) 生きがい健康づくり支援事業 
  (3) 認知症予防教室事業 
 イ 指針第３第２項に規定する地域介護予防活動支援事業として次に掲げる事業 
  (1) 食生活改善事業 
  (2) 地域介護予防活動支援事業 
 
（総合事業の実施主体） 
第４条 前条に掲げる総合事業の実施主体は、大館市とする。 



（総合事業の実施方法） 
第５条 前条の規定に関わらず、次に掲げる事業は、法第１１５条の４５の５に基づいて市長
が指定する者(以下「指定事業者」という。)により実施する。 

 一 訪問介護相当サービス 
 二 通所介護相当サービス 
２ 前項に規定する指定事業者のほか、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進する
ための関係法律の整備等に関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「医療介護総合確保
推進法」という。）附則第１３条の規定により第１号訪問事業に係る指定事業者の指定を受
けた者とみなされたものは訪問介護相当サービスを、同条の規定により第１号通所事業に係
る指定事業者の指定をうけたものとみなされた者は通所介護相当サービスをそれぞれ実施
することができる。 

３ 次に掲げる事業は、法第１１５条の４７第４項に基づき適切に事業が実施できると認めら
れる者に委託して実施する。 

 一 第１号介護予防支援事業 
二 生きがい健康づくり支援事業 
三 認知症予防教室事業 
 
（事務の委託） 
第６条 次に掲げる事業（以下「指定訪問・通所事業」という。）に係る法第１１５条の４５の
３第５項に規定する審査及び支払に関する事務は、国民健康保険団体連合会に委託する。 

 一 訪問介護相当サービス 
 二 通所介護相当サービス 
２ 基本チェックリスト（様式第１号）を用いた判定（以下「事業対象者判定」という。）に係
る事務は、地域包括支援センターに委託することができる。 
 
（指定訪問・通所事業等に要する費用の額） 
第７条 指定訪問・通所事業に要する費用の額は、別表に掲げるサービスの種類ごとに、対応
する１単位の単価と単位数を乗じて算定するものとする。 
２ 前項の規定により算定した額に１円未満の端数があるときは、その１円未満の端数を切り
捨てる。 
 
（指定訪問・通所事業等に要する費用の支給） 
第８条 市長は、前条第１項の規定により算定された指定訪問・通所事業に要する費用の額（そ
の額が現にサービスに要した費用の額を超えるときは、当該サービスに要した費用の額とす
る。）の１００分の９０に相当する額を指定事業者に支払うものとする。 
２ 指定訪問・通所事業の利用者が第１号被保険者であって法第５９条の２に規定する政令で
定める所により算定した所得の額が同条に規定する政令で定める額以上である場合において、
前項の規定を適用する場合においては、同項の規定中「１００分の９０」とあるのは、 
「１００分の８０」とする。 
 



（指定訪問・通所事業等に係る費用の支給限度額） 
第９条 前条の規定による支払う額の限度額は、法第５５条第１項の規定の例によるものとす
る。 
２ 前項の規定を第１３条第２号に規定する事業対象者に適用する場合において、介護予防サ
ービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額（平成１２年
厚生省告示第３３号）第２号イに規定する単位数とする。 
３ 居宅要支援被保険者が指定訪問・通所事業及び介護予防サービス等（介護予防サービス及
び地域密着型介護予防サービスをいう。以下この条において同じ。）を利用するときは、指定
訪問・通所事業の支給額及び介護予防サービス等の支給額の合計額は、第１項の限度額を超
えることができない。 
 
（高額介護予防サービス費相当の支給） 
第１０条 市長は、指定訪問・通所事業の利用により生じた利用者負担額が著しく高額である
ときは、法第６１条に規定する高額介護予防サービス費に相当する額を支給するものとする。 
 
（高額医療合算介護予防サービス費相当の支給） 
第１１条 市長は、指定訪問・通所事業の利用により生じた利用者負担額及び医療保険の自己
負担額を合算した額が著しく高額である時は、法第６１条の２に規定する高額医療合算介護
予防サービス費に相当する額を支給するものとする。 
 
（第１号事業の利用対象者） 
第１２条 第３条第１号に掲げる事業の利用対象者は、次のいずれかに該当する者とする。 
 一 省令第１４０条の６２の４第１号に規定する居宅要支援被保険者 
 二 省令第１４０条の６２の４第２号に規定する第１号被保険者（以下「事業対象者」とい
う。） 

 
（第１号事業対象者の被保険者証） 
第１３条 被保険者が事業対象者となった場合には、次に掲げる事項を当該被保険者の被保険
者証に記載して返付するものとする。 

 一 事業対象者である旨 
 二 基本チェックリスト実施日(事業対象者判定を実施した日をいう。以下同じ） 
 三 第１号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターの名称 
 
（事業対象者にかかる第１号事業の利用） 
第１４条 事業対象者は、チェックリスト実施日から第１号事業を利用することができる。 
２ 基本チェックリスト実施日が、要介護認定有効期間又は要支援認定有効期間（以下「認定
有効期間」という。）内にある場合は、認定有効期間の満了日の翌日から第１号事業を利用
できるものとする。 

３ 前項の規定が適用させる事業対象者の有効期間は、次条の規定を同条の規定中「基本チェ
ックリスト実施日」とあるのを「認定有効期間の満了日の翌日」と読み替えて適用するも



のとする。 
 
（事業対象者の有効期間） 
第１５条 事業対象者としての有効期間は基本チェックリスト実施日を基準日とし、期限を定
めないものとする。 

 
（その他） 
第１６条 この要綱に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な事項は、市長が別に定
める。 

 
   附 則 
 （施行期日） 
１ この要綱は、平成２９年４月１日から施行する。ただし、この要綱の施行について必要な 
準備行為は、要綱の施行期日前においてもすることができる。 
（経過措置） 
２ 基本チェックリスト実施日が平成２９年３月３１日以前である場合においては、各規定 
「基本チェックリスト実施日」とあるのを「平成２９年４月１日」と読み替えるものとする。 
   附 則 
 この要綱は、令和元年１０月１日から施行する。ただし、この要綱の施行について必要な準
備行為は、要綱の施行期日前においてもすることができる。 
   附 則 
（施行期日） 

１ この要綱は、令和３年４月1日から施行する。 
（経過措置） 
２ この要綱による改正後の別表の規定に基づく費用の額の算定に関し必要な届出その他の手
続きは、この要綱の施行の日前においてもすることができる。 
   附 則 
（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年１０月1日から施行する。 
（経過措置） 
２ この要綱による改正後の別表の規定に基づく費用の額の算定に関し必要な届出その他の手
続きは、この要綱の施行の日前においてもすることができる。 
  附 則 
（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月1日から施行する。 
（経過措置） 
２ この要綱による改正後の別表の規定に基づく費用の額の算定に関し必要な届出その他の手
続きは、この要綱の施行の日前においてもすることができる。 
 
 



別表（第７条関係） 

サービスの種類 

１単位 

当たり 

の単価 

単位数 

訪問介護相当サービス 

 

１０円 （１月につき） 

イ 訪問型サービス費 

（１）1週に1回程度の場合          １，１７６単位 

（２）1週に2回程度の場合          ２，３４９単位 

（３）1週に2回を超える程度の場合      ３，７２７単位      

ロ 初回加算                     ２００単位 

ハ 生活機能向上連携加算 

（１）生活機能向上連携加算（Ⅰ）         １００単位 

 （２）生活機能向上連携加算（Ⅱ）         ２００単位 

二 口腔連携強化加算                 ５０単位 

ホ 介護職員処遇改善加算 

（１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

   イからニまでにより算定した単位数に137/1000を乗じた単位数 

 （２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

   イからニまでにより算定した単位数に100/1000を乗じた単位数 

 （３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

   イからニまでにより算定した単位数に55/1000を乗じた単位数 

ヘ 介護職員等特定処遇改善加算 

（１）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

   イからニまでにより算定した単位数に63/1000を乗じた単位数 

 （２）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 

   イからニまでにより算定した単位数に42/1000を乗じた単位数 

ト 介護職員等ベースアップ等支援加算 

   イからニまでにより算定した単位数に24/1000を乗じた単位数 

通所介護相当サービス 

 

１０円 （１月につき） 

イ 通所型サービス費 

（１）事業対象者・要支援１         １，７９８単位 

（２）事業対象者・要支援２         ３，６２１単位 

ロ 生活機能向上グループ活動加算         １００単位 

ハ 若年性認知症利用者受入加算          ２４０単位 

ニ 栄養アセスメント加算              ５０単位 

ホ 栄養改善加算                 ２００単位 

ヘ 口腔機能向上加算 

 （１）口腔機能向上加算（Ⅰ）          １５０単位 

 （２）口腔機能向上加算（Ⅱ）          １６０単位 

ト  一体的サービス提供加算            ４８０単位 



チ サービス提供体制強化加算 

 （１）サービス提供体制強化加算（Ⅰ） 

  ① 事業対象者・要支援１            ８８単位 

  ② 事業対象者・要支援２           １７６単位 

 （２）サービス提供体制強化加算（Ⅱ） 

  ① 事業対象者・要支援１            ７２単位 

  ② 事業対象者・要支援２           １４４単位 

 （３）サービス提供体制強化加算（Ⅲ） 

  ① 事業対象者・要支援１            ２４単位 

  ② 事業対象者・要支援２            ４８単位 

リ 生活機能向上連携加算   

（１）生活機能向上連携加算（Ⅰ）       １００単位 

（２）生活機能向上連携加算（Ⅱ）       ２００単位 

ヌ 口腔・栄養スクリーニング加算 （１回につき） 

（１）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅰ）    ２０単位 

（２）口腔・栄養スクリーニング加算（Ⅱ）     ５単位 

  ※６月に１度を限度とする 

ル 科学的介護推進体制加算             ４０単位 

ヲ 介護職員処遇改善加算 

 （１）介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

イからルまでにより算定した単位数に59/1000を乗じた単位数 

（２）介護職員処遇改善加算（Ⅱ） 

イからルまでにより算定した単位数に43/1000を乗じた単位数 

（３）介護職員処遇改善加算（Ⅲ） 

  イからルまでにより算定した単位数に23/1000を乗じた単位数 

ワ 介護職員等特定処遇改善加算 

 （１）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

イからルまでにより算定した単位数に12/1000を乗じた単位数 

 （２）介護職員等特定処遇改善加算（Ⅱ） 

イからルまでにより算定した単位数に10/1000を乗じた単位数 

カ 介護職員等ベースアップ等支援加算 

  イからルまでにより算定した単位数に11/1000を乗じた単位数 

介護予防ケアマネジメン

ト 

１０円 （１月につき） 

イ 介護予防ケアマネジメント費          ４４２単位 

ロ 初回加算                   ３００単位 

ハ 委託連携加算                 ３００単位 

備考 

その他、訪問介護相当サービスおよび通所介護相当サービスにおける各単位数は、介護保険法施行規則第百四十条の六

十三の二第一項第一号に規定する厚生労働大臣が定める基準に準じる。 

 


